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カナダとの特許審査ハイウェイ、１０月から開始 

～日カナダ間における特許審査ハイウェイ試行開始の合意について～ 

 

 

 

 

 

 

 

本日、ジュネーブで開催された日本国特許庁長官とカナダ知的財産庁長官と

の会談において、両庁は特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）の試行を本年１０月１

日から開始することに合意しました。世界第７位の特許出願件数を有するカナ

ダとのＰＰＨ締結により、それぞれの国の企業がより迅速・的確に発明を権利

化するためのＰＰＨの取組が、更に拡大されることとなりました。 

１．背景 

企業等のグローバルな活動の拡大に伴って、複数の国で特許権を取得するニ

ーズが高まり、同一内容の発明が世界各国の特許庁に出願されています。こう

した中、世界的に特許出願件数が急増し、審査待ち期間も長期化していること

から、重複作業の排除による作業負担の軽減が大きな課題となっています。こ

のため、我が国は、一方の国で特許となった出願について、他方の国でその審

査結果を参照しながら、早期審査を行う枠組みである「特許審査ハイウェイ（Ｐ

ＰＨ）」を各国とともに進めているところです。 

 

２．日カナダ間の試行プログラムについて 

本日、ジュネーブで開催された日本国特許庁長官とカナダ知的財産庁長官と

の会談において、両庁は、ＰＰＨの試行プログラムを本年１０月１日から開始

することに合意しました。１０月１日以降、出願人は本プログラムに従い、一

方の国で特許を取得した場合、他方の国で早期審査を請求することができ、特

許の迅速な取得が可能になります。 

本プログラムの詳細については、以下のウェブサイトにて公表しています。 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_h

ighway.htm 

 

３．「特許審査ハイウェイ」の世界的な拡大に向けて 

２００６年、我が国は米国と世界で初めてＰＰＨを開始して以降、既に世界

１０か国（米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、

オーストリア、シンガポール、ハンガリー）とＰＰＨを締結し、順次取組を開

始しています。世界第７位の特許出願件数を有するカナダとのＰＰＨ締結によ



り、我が国とのＰＰＨ締結国は１１か国となり、我が国を含む１２か国の出願

件数は、世界の特許出願の約７割を占めることとなりました。今後も我が国は、

企業の海外における迅速な権利取得を支援すべく、更なるＰＰＨのネットワー

ク拡大のため、欧州特許庁（ＥＰＯ）等とＰＰＨ締結に向けた交渉を行ってま

いります。また、各国におけるＰＰＨ申請の要件及び手続の共通化等を通じて、

制度の利便性向上に努めていきます。 
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